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大磯町議会議長  渡辺 順子 殿

県民のいのちと暮らしをまもる

県単独制度と県有施設等の継続を求める陳中
2012年 11月 肝 日

平塚地域社会
△

(連絡先 )

湘央建設組合内 Ъ 31‐2089

【陳情の趣旨】
1、 神奈川臨調と呼ばれる緊急財政対策本部調査会は今後 3年間で県有施設や県の出先機関を

全廃し、市町村や団体全の補助金、負担金も全発を原則に見直す方向を打ち出しました。

9月 の最終意見では県補助金を凍結し必要性や妥当性を「ゼロベースからの見直し」を行う

とした上で、①長期にわたり運用されている補助金 (昭和 63年以前 159事業t586億円)

の原則廃止t②少額補助金:(100万円未満 5■
.事業(1000万円未満 193事業)の原則廃止、

③団体補助金については運営費補助 (別に扱う私学助成を含め 460億円)の廃止を打ち出

しています。市町村補助についても「県が補助金を廃止する場合は、市町村と足並みを揃え

て、事業そのものを廃止するといつたことに取り組みべきである」とし、市町村負担金につ

いても「既存の負担協定そのものを改めて点検すべきである」としています。

2、 こうした神奈り|1県臨調の方向を受けて、知事を本部長とする緊急財政対策本部は9月 に「ネ申

奈り|1県緊急財政対策案」を公表し、「平成 25年度当初予算から反映する」としています。
パブリックコメ「ントも行わず県民や関係団体等の納得も得ないまま実施されるとしたら、県
民軽視の重大な問題です。

3、 県民利用施設や出先機関の廃止は県民サーさスの大幅削減に他ならず、そもそも県有施設

は県民の財産でありそれぞれに歴史的経過や地域・団体要求がある中で、県民の合意もない

まま知事の短絡的な判断で処分するなど許されません。県民合意の下、時間をかけて一つ一

つを検証すべきです。

4薯諦躍詭璧職駈鶴誕雪諫霜健l篇与蘇Fぶんユ薇彊な観署
センタニ、看護専門学校、福祉施設などの運営費補助があり、廃止 されれば重大な事態を引

き起こすことは必至です。
5、 神奈川臨調が市町村制度の廃止にまで言及 していることは自治体への介入であり(団体 自

治 (自 治体自らの権限と責任における行政運営)や住民自治 (住民の意思と責任に基づ く行

政運営)の原則からも許 されません。

6、 加えて問題なのは、補助金の中には医療費助成補助のように「要綱」で規定されているも

のがあり、県議会の審議にかかわらずに行政側の判断で変更可能であることです。

71:背
聾麟 電鶴 皿 顎 薩    穆 Lつきましては、県民のいのちと暮らしを守

よう、次の点について、神奈川県に対して意見書を上げていただくよう陳情します。

【陳情事項】
1、 子ども・ひとり親。重度障害者等に対する、県の医療費助成の現行制度を継続してくだ

さい。

2、 県の市町村補助金、及び団体補助金を削減 しないでください。

3、 県の出先機関を維持 し、県有施設を廃止または民間等へ移譲 しないでくだ 0い。
以上
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